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■
固
定
資
産
税
の
縦
覧
に
つ

い
て 

（
町
民
税
務
課
）

　

自
分
で
所
有
す
る
土
地
や
家
屋
の

評
価
額
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
周
辺
の
他
の
土
地
や
家

屋
に
つ
い
て
も
縦
覧
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

○
縦
覧
期
間

４
月
１
日�
か
ら　

日�
ま
で

３０

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

○
縦
覧
場
所

　

町
民
税
務
課
窓
口
（
④
の
窓
口
）

○
縦
覧
で
き
る
も
の

▼
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿

　

所
在
・
価
格
・
地
目
・
地
積

▼
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

所
在
・
価
格
・
家
屋
番
号
・
種
類
・

構
造
・
床
面
積

○
縦
覧
で
き
る
人

▼
土
地
の
縦
覧
が
で
き
る
人

五
霞
町
の
課
税
対
象
の
土
地
を
所

有
さ
れ
て
い
る
方

▼
家
屋
の
縦
覧
が
で
き
る
人

五
霞
町
の
課
税
対
象
の
家
屋
を
所

有
さ
れ
て
い
る
方

※
非
課
税
及
び
免
税
点
未
満
の
方
は
、

縦
覧
で
き
ま
せ
ん

○
手
数
料　

無　

料

○
縦
覧
に
必
要
な
も
の

▼
納
税
義
務
者
本
人

納
税
通
知
書
、
課
税
明
細
書
又
は

運
転
免
許
証
な
ど
本
人
が
確
認
で

き
る
も
の
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

▼
納
税
義
務
者
の
代
理
人

納
税
者
か
ら
の
委
任
状
と
代
理
人

本
人
が
確
認
で
き
る
も
の
を
ご
持

参
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

税
務
Ｇ
（
内
線
２
５
１
）

■
申
告
は
お
済
で
す
か
？ 

（
町
民
税
務
課
）

　

町
県
民
税
・
所
得
税
の
申
告
が
必

要
な
方
で
、
ま
だ
申
告
を
さ
れ
て
い

な
い
方
は
３
月　

日�
ま
で
に
必
ず

１７

申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
詳
細
は
広
報
２
月
号
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

税
務
Ｇ
（
内
線
２
５
３
）

■
自
動
車
の
登
録
手
続
き
は

確
実
に 

（
町
民
税
務
課
）

　

自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現

在
の
車
検
証
登
録
上
の
所
有
者
（
使

用
者
）
の
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

現
在
使
用
し
て
い
な
い
車
や
、
他

人
に
譲
渡
し
た
車
は
、
速
や
か
に
抹

消
、
名
義
変
更
等
の
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。
特
に
、
個
人
間
で
譲

渡
す
る
場
合
は
、
譲
渡
し
た
相
手
に

印
鑑
証
明
書
等
を
渡
し
て
も
名
義
変

更
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
、

名
義
変
更
の
確
認
も
必
ず
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
住
所
や
車
の
定
置
場
が
変

わ
っ
た
場
合
も
、
速
や
か
に
変
更
登

録
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
れ
ら
の
手
続
き
を
し
な
い
と
、

既
に
使
用
し
て
い
な
い
車
の
納
税
通

知
書
が
届
い
た
り
、
使
用
し
て
い
る

車
の
納
税
通
知
書
が
届
か
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　

３
月
下
旬
は
運
輸
支
局
の
窓
口
が

混
雑
し
ま
す
の
で
お
早
め
に
手
続
き

を
お
願
い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

▼
自
動
車
税
に
つ
い
て

　

境
県
税
事
務
所

　
�
　

１
１
２
０

（８７）

▼
自
動
車
の
登
録
、
抹
消
等
に
つ
い
て

茨
城
運
輸
支
局
土
浦
自
動
車
検
査

登
録
事
務
所

�
０
２
９（
８
４
２
）８
１
１
１

■
電
話
加
入
権
の
公
売
に
つ

い
て 

（
町
民
税
務
課
）

　

電
話
加
入
権
の
公
売
を
次
の
と
お

り
行
い
ま
す
の
で
、
購
入
を
希
望
さ

れ
る
方
は
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

○
日　

時

３
月　

日�
　

午
前　

時
か
ら

１３

１１

▼
場　

所

境
町
長
井
戸
３
２
０

境
合
同
庁
舎
２
階
中
会
議
室

○
お
問
い
合
わ
せ

境
県
税
事
務
所 
収
税
課

�
　

１
１
２
０

（８７）

■
４
月
１
日
か
ら
国
民
健
康

保
険
被
保
険
者
証
が
新
し
く

な
り
ま
す 

（
町
民
税
務
課
）

　

現
在
お
持
ち
の
保
険
証
の
有
効
期

限
は
、
３
月　

日�
ま
で
と
な
っ
て

３１

い
ま
す
。

　

新
し
い
保
険
証
は
、
３
月
下
旬
に

郵
送
し
ま
す
の
で
、
お
手
元
に
届
き

ま
し
た
ら
記
載
内
容
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い（
短
期
被
保
険
者
証
は
除
く
）。

　

ま
た
、
保
険
税
を
滞
納
し
て
い
る

世
帯
に
つ
い
て
は
、
有
効
期
限
の
短

い
「
短
期
被
保
険
者
証
」
や
、
医
療

費
が
全
額
自
己
負
担
に
な
る
「
被
保

険
者
資
格
証
明
書
」
が
交
付
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
納
め
忘
れ

の
な
い
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

　

納
税
相
談
は
随
時
行
っ
て
い
ま
す

の
で
お
気
軽
に
役
場
窓
口
（
②
の
窓

口
）
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

町
民
Ｇ
（
内
線
２
３
３
）

■
国
民
年
金
保
険
料
の
納
め

忘
れ
に
ご
注
意
を （
町
民
税
務
課
）

　

年
金
制
度
は
、「
年
を
と
っ
た
と

き
」「
病
気
や
ケ
ガ
で
障
害
の
状
態
に

な
っ
た
と
き
」「
不
幸
に
し
て
死
亡
し

た
と
き
」
な
ど
に
、
国
が
年
金
を
支

給
し
、
本
人
又
は
家
族
の
生
活
を
守

る
と
い
う
社
会
保
障
で
す
。
み
ん
な

が
お
互
い
協
力
し
て
助
け
合
い
、
将

来
を
支
え
あ
う
制
度
で
す
か
ら
、
保

険
料
納
付
は
私
た
ち
の
大
切
な
義
務

で
す
。
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

　

納
付
は
便
利
で
納
め
忘
れ
の
な
い

口
座
振
替
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

○
保
険
料
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ

下
館
社
会
保
険
事
務
所

�
０
２
９
６　

０
８
１
１

（２５）

■
平
成　

年
新
潟
県
中
越
沖

１９

地
震
義
援
金
の
受
付
期
間
が

延
長
と
な
り
ま
し
た　
　
　

（
健
康
福
祉
課
）

　

義
援
金
の
受
付
期
間
が
平
成　

年
２０

７
月　

日
ま
で
延
長
と
な
り
ま
し
た
。

１６

　

義
援
金
は
、
引
き
続
き
、
役
場
・

公
民
館
・
保
健
セ
ン
タ
ー
・
海
洋
セ

ン
タ
ー
に
設
置
の
募
金
箱
で
受
付
し

て
い
ま
す
。

　

な
お
、
郵
便
振
替
も
利
用
で
き
ま
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ごかごかのの　　
  お知らお知らせせ

（№３９２）
お
知
ら
せ

※お問い合わせの「Ｇ」は「グループ」を表します。


